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○南城市手話通訳者等派遣事業実施要綱 

 

（目的） 

第１条 この事業は、聴覚障害者、音声・言語機能障害者及び意思疎通を図ることに支障がある
者（以下「聴覚障害者等」という。）に手話通訳等の方法により聴覚障害者等とその他の者の

意思疎通を仲介する手話通訳者、要約筆記者等（以下「通訳者」という。）を派遣し、意志疎

通の円滑化を図ることを目的とする。 

 

（実施主体） 

第２条 この事業の実施主体は、南城市とする。ただし、必要があると認めるときは、社会福祉
法人等に事業委託できるものとする。 

 

（対象者） 

第３条 通訳者の派遣の対象者となる者は、次に掲げる者とする。 

（１） 本市に居住する聴覚障害者 

（２） 市外に居住する聴覚障害者等で、市内において緊急に通訳者の派遣を必要とするもの。 

（３） 聴覚障害者等の参加が見込まれる講演会その他事業を実施する公共団体又は公共的団
体 

（４） その他市長が特に必要と認めるもの 

 

（派遣地域） 

第４条 派遣の地域は、市内とする。ただし、市長が特に必要が有ると認めるときは、市外につ
いても派遣することができる。 

 

（派遣の内容） 

第５条 通訳者の派遣の内容は、別表に定める事項のうち、その日に用務を終えるものとする。
ただし、政治、宗教及び営利目的のための活動、個人の遊興及び娯楽の行為、社会通念上本制

度を利用することが適当でないもの並びに市長が派遣の実施をすることが適当でないと認めた

ものについては、派遣しない。 

 

（派遣の申請） 
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第６条 通訳者の派遣を必要とする者は、緊急を要する場合を除き１０日前までに申請書（別記
様式）を市長に提出しなければならない。ただし、緊急の場合はこの限りでない。 

 

（費用負担） 

第７条 この事業に係る利用料については無料とする。 

 

（派遣手当等の支給） 

第８条 実施主体の長は、通訳者に対し、派遣実績に応じて派遣手当及び費用弁償を支給する。 

 

（実施日） 

第９条 事業の実施日及び実施時間は、月曜日から金曜日までの午前８時半から午後５時までと
する。ただし、南城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成１８年南城市条例第３１号）

に規定する職員の休日を除いた日とする。 

 

（緊急時の派遣） 

第１０条 前条の規定に関わらず、夜間の病院受診等の緊急に通訳者を必要とする場合には、事
業の実施日及び実施時間以外に通訳者を派遣することができる。 

 

（守秘義務） 

第１１条 通訳者は、事業を行うにあたり、個人の人権を尊重し、その身上に関する秘密を守ら
なければならない。 

 

（補則） 

第１２条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

この訓令は、平成１９年４月１日から適用する。 

附 則（平成２５年１１月１８日訓令第３１号） 

この訓令は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２６年３月３１日訓令第５号） 

この訓令は、平成２６年４月１日から施行する。 



3/5 

別表（第５条関係） 

手話通訳者・手話奉仕員・要約筆記奉仕員派遣内容 

内訳 内容詳細 

医療・保健 

診察・治療・検査・集団検診・入退院に関わる説明 

母親教室・栄養相談等 

司法 

法律相談、弁護士との相談・警察署での相談（被害届等） 

交通事故相談等 

社会生活 

生活保護・介護保険・年金・税金・相続・親族会議 

地域集会・高額の契約・住宅相談・免許更新（交通違反者講習会）・冠婚葬

祭・福祉事務所等への利用申請等 

労働・雇用 就職面接・職場内相談・職場研修等 

教育・保育 

懇談会・授業参観・個人面談・入卒業式・学校各種説明会・進路説明会・教

育相談・PTA等 

福祉推進社会参加活

動 

聴覚障害者団体の会議・大会・行事等 

福祉大会・講習会・研修会等 

その他 趣味教養関係の講座等 
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